
別 紙

〇申請団体の基本形（第４条第１項の例）

・１浴場の例

・団体の例

〇単独で申請を行った事業者が、別途、団体申請をする場合の取扱い

　（第４条第２項の例）

【別途の申請】

補助限度額：10万円

事業費16万円の場合

　⇒　8万円交付

事業者の構成

事業者の構成

事業者の構成 交付額

交付額

補助限度額：10万円

事業費14万円の場合

　⇒　７万円交付

補助限度額：５万円

事業費６万円の場合

　⇒　3万円交付

補助限度額：５万円

事業費６万円の場合

　⇒　3万円交付

交付額

A浴場

A浴場

H浴場

他8浴場

B浴場・C浴場

D浴場・E浴場

F浴場・G浴場

合計10事業者となるが、A浴場は別途１浴場で補助金申請しているため、今回

の申請における浴場事業者数には算入しない。補助限度額は2～9か所の区分

の10万円となる。（事業実施は可能）

A浴場



〇複数の事業者で申請した団体が、別途、事業者数を減らして申請する場合

　（第４条第３項（前段）の例）

【別途の申請】

〇複数の事業者で申請した団体が、別途、新たな事業者を加えて申請する場合の取扱い

　（第４条第３項（後段）の例）

【別途の申請】

補助限度額：10万円

事業費14万円の場合

　⇒　7万円交付

事業者の構成 交付額

補助限度額：10万円

事業費18万円の場合

　⇒　9万円交付

事業者の構成 交付額

B浴場・C浴場

D浴場・E浴場

B浴場・C浴場

B浴場・C浴場

D浴場・E浴場

F浴場・G浴場

B浴場・C浴場

D浴場・E浴場

F浴場・G浴場

＋

H浴場・I浴場

J浴場・K浴場

L浴場・M浴場

※事業者数を減らして別途の申請

を行うことはできない。

※新たな事業者の参加は妨げないが、

補助限度額を算定する際の事業者数

には含まないため補助限度額は10万

円のままとなる。

※また、この場合においては、先の

申請で7万円の交付決定を行っている

ので、この申請にかかる補助額は上

限額までの残額の3万円となる。


